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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】医療スタッフを必要以上に煩わせることなく、
かつ適切な鑑別を行うことが可能な生体センサ制御装置
とその作動方法および作動プログラム、並びに生体セン
サシステムを提供する。
【解決手段】生体センサ装置１１では、生体センサ制御
サーバの制御により、第１センサ部２０の呼吸数センサ
２５および心拍数センサ２６が常時駆動される。一方、
第２センサ部２１の皮膚インピーダンス（ＩＭＰ）セン
サ２７は、生体センサ制御サーバの判定部で、呼吸数お
よび心拍数が第１判定条件を満たすと判定された場合に
駆動を開始する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に装着され、前記患者の生体情報に関する測定項目として、第１測定項目を測定す
る第１センサ部および第２測定項目を測定する第２センサ部を有する生体センサ装置を制
御する生体センサ制御装置において、
　前記第１センサ部を常時駆動させて常時測定する前記第１測定項目として設定された呼
吸数および心拍数のそれぞれの測定値を前記第１センサ部から取得する第１測定値取得部
と、
　前記第１測定値取得部で取得された前記第１測定項目の測定値に基づいて、前記第１測
定項目が予め設定された第１判定条件を満たすか否かを判定する判定部と、
　前記判定部で前記第１測定項目が前記第１判定条件を満たすと判定された場合に、前記
第２センサ部の駆動を開始させる駆動制御部と、
　前記第２測定項目として設定された皮膚インピーダンスの測定値を前記第２センサ部か
ら取得する第２測定値取得部とを備える生体センサ制御装置。
【請求項２】
　前記患者の属性に基づいて、前記患者が疾患を発症するリスクを判定するリスク判定部
を備え、
　前記駆動制御部は、前記リスク判定部で前記患者に前記リスクがないと判定された場合
には、前記第２センサ部を前記判定部の判定結果にしたがって駆動し、
　前記リスク判定部で前記患者に前記リスクがあると判定された場合には、前記第１セン
サ部と同じく前記第２センサ部も常時駆動させ、前記第１測定項目と同じく前記第２測定
項目も常時測定させる請求項１に記載の生体センサ制御装置。
【請求項３】
　前記疾患は肺塞栓症または右心不全である請求項２に記載の生体センサ制御装置。
【請求項４】
　前記皮膚インピーダンスに加えて体動量が前記第２測定項目に設定される請求項１ない
し３のいずれか１項に記載の生体センサ制御装置。
【請求項５】
　前記駆動制御部は、前記体動量の測定値が予め設定された判定基準を満たすか否かに応
じて、前記皮膚インピーダンスの測定間隔を変更する請求項４に記載の生体センサ制御装
置。
【請求項６】
　前記判定部は、前記第１測定項目が前記第１判定条件を満たすと判定した場合に、前記
第１測定項目が前記第１判定条件を満たすと判定した旨の通知を出力する請求項１ないし
５のいずれか１項に記載の生体センサ制御装置。
【請求項７】
　前記駆動制御部は、前記判定部で前記第１測定項目が前記第１判定条件を満たすと判定
された場合、前記第２センサ部の駆動を開始させる開始指示の入力を待機して、前記開始
指示が入力された場合に、前記第２センサ部の駆動を開始させる請求項１ないし６のいず
れか１項に記載の生体センサ制御装置。
【請求項８】
　前記第１判定条件を設定する設定部を備える請求項１ないし７のいずれか１項に記載の
生体センサ制御装置。
【請求項９】
　前記判定部は、前記第２測定値取得部で取得された前記第２測定項目の測定値に基づい
て、前記第２測定項目が予め設定された第２判定条件を満たすか否かを判定する請求項１
ないし８のいずれか１項に記載の生体センサ制御装置。
【請求項１０】
　前記判定部は、前記第２測定項目が前記第２判定条件を満たさない状態が、前記第２セ
ンサ部の駆動が開始されてから予め設定された期間継続しているか否かも判定し、
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　前記駆動制御部は、前記第２測定項目が前記第２判定条件を満たさない状態が継続して
いると判定された場合、前記第２センサ部の駆動を停止させる請求項９に記載の生体セン
サ制御装置。
【請求項１１】
　前記生体センサ装置がバッテリで駆動する場合、
　前記生体センサ装置からの前記バッテリの残量情報を取得する残量情報取得部と、
　前記残量情報取得部で取得した前記残量情報を出力する残量情報出力部とを備える請求
項１ないし１０のいずれか１項に記載の生体センサ制御装置。
【請求項１２】
　前記生体センサ装置が、前記第１センサ部および前記第２センサ部に加えて、第３測定
項目を測定する第３センサ部を有する場合、
　前記判定部は、前記第３センサ部の駆動の開始および停止のうちの少なくとも１つを含
む前記第３センサ部の駆動条件を決定する判定を行い、
　前記駆動制御部は、前記判定部で決定された前記駆動条件に応じて前記第３センサ部の
駆動を制御する請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の生体センサ制御装置。
【請求項１３】
　患者に装着され、前記患者の生体情報に関する測定項目として、第１測定項目を測定す
る第１センサ部および第２測定項目を測定する第２センサ部を有する生体センサ装置を制
御する生体センサ制御装置の作動方法において、
　前記第１センサ部を常時駆動させて常時測定する前記第１測定項目として設定された呼
吸数および心拍数のそれぞれの測定値を前記第１センサ部から取得する第１測定値取得ス
テップと、
　前記第１測定値取得ステップで取得された前記第１測定項目の測定値に基づいて、前記
第１測定項目が予め設定された第１判定条件を満たすか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップで前記第１測定項目が前記第１判定条件を満たすと判定された場合に
、前記第２センサ部の駆動を開始させる駆動制御ステップと、
　前記第２測定項目として設定された皮膚インピーダンスの測定値を前記第２センサ部か
ら取得する第２測定値取得ステップとを備える生体センサ制御装置の作動方法。
【請求項１４】
　患者に装着され、前記患者の生体情報に関する測定項目として、第１測定項目を測定す
る第１センサ部および第２測定項目を測定する第２センサ部を有する生体センサ装置を制
御する生体センサ制御装置の作動プログラムにおいて、
　前記第１センサ部を常時駆動させて常時測定する前記第１測定項目として設定された呼
吸数および心拍数のそれぞれの測定値を前記第１センサ部から取得する第１測定値取得機
能と、
　前記第１測定値取得機能で取得された前記第１測定項目の測定値に基づいて、前記第１
測定項目が予め設定された第１判定条件を満たすか否かを判定する判定機能と、
　前記判定機能で前記第１測定項目が前記第１判定条件を満たすと判定された場合に、前
記第２センサ部の駆動を開始させる駆動制御機能と、
　前記第２測定項目として設定された皮膚インピーダンスの測定値を前記第２センサ部か
ら取得する第２測定値取得機能とを、コンピュータに実行させる生体センサ制御装置の作
動プログラム。
【請求項１５】
　患者に装着される生体センサ装置と、前記生体センサ装置を制御する生体センサ制御装
置とを備える生体センサシステムにおいて、
　前記生体センサ装置は、
　前記患者の生体情報に関する測定項目として、第１測定項目を測定する第１センサ部お
よび第２測定項目を測定する第２センサ部を有し、
　前記生体センサ制御装置は、
　前記第１センサ部を常時駆動させて常時測定する前記第１測定項目として設定された呼
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吸数および心拍数のそれぞれの測定値を前記第１センサ部から取得する第１測定値取得部
と、
　前記第１測定値取得部で取得された前記第１測定項目の測定値に基づいて、前記第１測
定項目が予め設定された第１判定条件を満たすか否かを判定する判定部と、
　前記判定部で前記第１測定項目が前記第１判定条件を満たすと判定された場合に、前記
第２センサ部の駆動を開始させる駆動制御部と、
　前記第２測定項目として設定された皮膚インピーダンスの測定値を前記第２センサ部か
ら取得する第２測定値取得部とを備える生体センサシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体センサ制御装置とその作動方法および作動プログラム、並びに生体セン
サシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において、患者に生体センサ装置を装着させ、看護師や医師等の医療スタッフ
が患者の状態を監視する技術が利用されている。生体センサ装置は、例えば呼吸数、心拍
数、皮膚インピーダンス（以下、皮膚ＩＭＰ（Impedance）と略記）等の生体情報に関す
る測定項目を測定するセンサ部を有する。患者が何らかの疾患を発症した場合、医師は、
こうした複数の測定項目の測定値を総合的に勘案して、患者が発症した疾患の鑑別を行う
。
【０００３】
　特許文献１には、生体センサ装置を制御する生体センサ制御装置が記載されている。特
許文献１では、測定項目を第１測定項目と第２測定項目とに分けている。第１測定項目は
、生体センサ装置のセンサ部のうちの第１センサ部を常時駆動させて常時測定する測定項
目である。第２測定項目は、第１測定項目が予め設定された第１判定条件を満たした場合
に駆動が開始される第２センサ部で測定する測定項目である。特許文献１の段落［００７
２］には、患者の異常もしくは異常の前兆を察知することが可能な測定項目、あるいは患
者にとって最も監視が必要な測定項目を第１測定項目とすることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２１６１２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、医療施設では、手術直後で身動きがとれない患者や寝たきりの患者等、長時
間同じ姿勢で居続けざるを得ない患者がしばしば監視の対象とされる。このような患者に
とって最も厄介な疾患が、時には突然死を来すこともある肺塞栓症である。
【０００６】
　肺塞栓症は、下肢や上腕等の静脈に血栓が生じ、この血栓が血流によって肺に運ばれて
肺動脈が詰まることで発症することが医学的に知られている。血栓が生じる原因としては
脱水症状が最もポピュラーである。つまり、肺塞栓症は、最初に脱水症状によって皮膚の
状態が変化し、その後息切れや動悸等の具体的な症状が表れることが推定される。なお、
こうした症状が推定される疾患としては、肺塞栓症の他に、下腿浮腫が見られる右心不全
が挙げられる。
【０００７】
　上記のような医学的知見を踏まえたうえで、特許文献１の段落［００７２］の記載にし
たがえば、皮膚ＩＭＰを第１測定項目とし、呼吸数および心拍数を第２測定項目とするこ
とが好ましい。しかしながら、皮膚ＩＭＰを第１測定項目とした場合には、以下のような
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問題が生じるおそれがあった。
【０００８】
　皮膚ＩＭＰを第１測定項目とした場合、皮膚ＩＭＰが第１判定条件を満たすと判定され
た時点では、息切れや動悸等の肺塞栓症の具体的な症状が表れていない場合が多い。その
うえ、肺塞栓症を発症するリスクが高い患者には、弾性ストッキングが履かせられたり間
欠的空気圧迫法が施されたりして、血流を良くして肺塞栓症の発症を予防する措置が既に
とられている。このため、皮膚ＩＭＰが第１判定条件を満たすと判定されて医療スタッフ
が患者のもとに駆けつけても、それ以上に措置のとりようがなく、徒労に終わる可能性が
高かった。
【０００９】
　また、皮膚ＩＭＰは周囲の温度や湿度等の環境要因によって容易に変動してしまう。こ
のため、皮膚ＩＭＰを第１測定項目とした場合は、皮膚ＩＭＰが第１判定条件を満たすと
判定されて医療スタッフが患者のもとに駆けつけたが、単なる環境要因による誤判定と分
かり、やはり徒労に終わる可能性が高かった。
【００１０】
　とはいえ、皮膚ＩＭＰの測定自体を止めてしまっては、その分鑑別のための判断材料が
減って鑑別の確度が下がってしまうため好ましくない。そこで、医療スタッフを必要以上
に煩わせることなく、かつ適切な鑑別を行うことが可能な仕組みが望まれていた。
【００１１】
　本発明は、医療スタッフを必要以上に煩わせることなく、かつ適切な鑑別を行うことが
可能な生体センサ制御装置とその作動方法および作動プログラム、並びに生体センサシス
テムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の生体センサ制御装置は、患者に装着され、患者の
生体情報に関する測定項目として、第１測定項目を測定する第１センサ部および第２測定
項目を測定する第２センサ部を有する生体センサ装置を制御する生体センサ制御装置にお
いて、第１センサ部を常時駆動させて常時測定する第１測定項目として設定された呼吸数
および心拍数のそれぞれの測定値を第１センサ部から取得する第１測定値取得部と、第１
測定値取得部で取得された第１測定項目の測定値に基づいて、第１測定項目が予め設定さ
れた第１判定条件を満たすか否かを判定する判定部と、判定部で第１測定項目が第１判定
条件を満たすと判定された場合に、第２センサ部の駆動を開始させる駆動制御部と、第２
測定項目として設定された皮膚インピーダンスの測定値を第２センサ部から取得する第２
測定値取得部とを備える。
【００１３】
　患者の属性に基づいて、患者が疾患を発症するリスクを判定するリスク判定部を備え、
駆動制御部は、リスク判定部で患者にリスクがないと判定された場合には、第２センサ部
を判定部の判定結果にしたがって駆動し、リスク判定部で患者にリスクがあると判定され
た場合には、第１センサ部と同じく第２センサ部も常時駆動させ、第１測定項目と同じく
第２測定項目も常時測定させることが好ましい。この場合、疾患は肺塞栓症または右心不
全であることが好ましい。
【００１４】
　皮膚インピーダンスに加えて体動量が第２測定項目に設定されることが好ましい。この
場合、駆動制御部は、体動量の測定値が予め設定された判定基準を満たすか否かに応じて
、皮膚インピーダンスの測定間隔を変更することが好ましい。
【００１５】
　判定部は、第１測定項目が第１判定条件を満たすと判定した場合に、第１測定項目が第
１判定条件を満たすと判定した旨の通知を出力することが好ましい。
【００１６】
　駆動制御部は、判定部で第１測定項目が第１判定条件を満たすと判定された場合、第２
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センサ部の駆動を開始させる開始指示の入力を待機して、開始指示が入力された場合に、
第２センサ部の駆動を開始させることが好ましい。
【００１７】
　第１判定条件を設定する設定部を備えることが好ましい。
【００１８】
　判定部は、第２測定値取得部で取得された第２測定項目の測定値に基づいて、第２測定
項目が予め設定された第２判定条件を満たすか否かを判定することが好ましい。この場合
、判定部は、第２測定項目が第２判定条件を満たさない状態が、第２センサ部の駆動が開
始されてから予め設定された期間継続しているか否かも判定し、駆動制御部は、第２測定
項目が第２判定条件を満たさない状態が継続していると判定された場合、第２センサ部の
駆動を停止させることが好ましい。
【００１９】
　生体センサ装置がバッテリで駆動する場合、生体センサ装置からのバッテリの残量情報
を取得する残量情報取得部と、残量情報取得部で取得した残量情報を出力する残量情報出
力部とを備えることが好ましい。
【００２０】
　生体センサ装置が、第１センサ部および第２センサ部に加えて、第３測定項目を測定す
る第３センサ部を有する場合、判定部は、第３センサ部の駆動の開始および停止のうちの
少なくとも１つを含む第３センサ部の駆動条件を決定する判定を行い、駆動制御部は、判
定部で決定された駆動条件に応じて第３センサ部の駆動を制御することが好ましい。
【００２１】
　本発明の生体センサ制御装置の作動方法は、患者に装着され、患者の生体情報に関する
測定項目として、第１測定項目を測定する第１センサ部および第２測定項目を測定する第
２センサ部を有する生体センサ装置を制御する生体センサ制御装置の作動方法において、
第１センサ部を常時駆動させて常時測定する第１測定項目として設定された呼吸数および
心拍数のそれぞれの測定値を第１センサ部から取得する第１測定値取得ステップと、第１
測定値取得ステップで取得された第１測定項目の測定値に基づいて、第１測定項目が予め
設定された第１判定条件を満たすか否かを判定する判定ステップと、判定ステップで第１
測定項目が第１判定条件を満たすと判定された場合に、第２センサ部の駆動を開始させる
駆動制御ステップと、第２測定項目として設定された皮膚インピーダンスの測定値を第２
センサ部から取得する第２測定値取得ステップとを備える。
【００２２】
　本発明の生体センサ制御装置の作動プログラムは、患者に装着され、患者の生体情報に
関する測定項目として、第１測定項目を測定する第１センサ部および第２測定項目を測定
する第２センサ部を有する生体センサ装置を制御する生体センサ制御装置の作動プログラ
ムにおいて、第１センサ部を常時駆動させて常時測定する第１測定項目として設定された
呼吸数および心拍数のそれぞれの測定値を第１センサ部から取得する第１測定値取得機能
と、第１測定値取得機能で取得された第１測定項目の測定値に基づいて、第１測定項目が
予め設定された第１判定条件を満たすか否かを判定する判定機能と、判定機能で第１測定
項目が第１判定条件を満たすと判定された場合に、第２センサ部の駆動を開始させる駆動
制御機能と、第２測定項目として設定された皮膚インピーダンスの測定値を第２センサ部
から取得する第２測定値取得機能とを、コンピュータに実行させる。
【００２３】
　本発明の生体センサシステムは、患者に装着される生体センサ装置と、生体センサ装置
を制御する生体センサ制御装置とを備える生体センサシステムにおいて、生体センサ装置
は、患者の生体情報に関する測定項目として、第１測定項目を測定する第１センサ部およ
び第２測定項目を測定する第２センサ部を有し、生体センサ制御装置は、第１センサ部を
常時駆動させて常時測定する第１測定項目として設定された呼吸数および心拍数のそれぞ
れの測定値を第１センサ部から取得する第１測定値取得部と、第１測定値取得部で取得さ
れた第１測定項目の測定値に基づいて、第１測定項目が予め設定された第１判定条件を満
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たすか否かを判定する判定部と、判定部で第１測定項目が第１判定条件を満たすと判定さ
れた場合に、第２センサ部の駆動を開始させる駆動制御部と、第２測定項目として設定さ
れた皮膚インピーダンスの測定値を第２センサ部から取得する第２測定値取得部とを備え
る。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、第１センサ部を常時駆動させて常時測定する第１測定項目に呼吸数お
よび心拍数を設定し、第１測定項目が第１判定条件を満たすと判定された場合に駆動が開
始される第２センサ部が測定する第２測定項目に皮膚インピーダンスを設定するので、医
療スタッフを必要以上に煩わせることなく、かつ適切な鑑別を行うことが可能な生体セン
サ制御装置とその作動方法および作動プログラム、並びに生体センサシステムを提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】生体センサシステムを示す図である。
【図２】生体センサ装置、生体センサ制御サーバ、およびクライアント端末間で送受信す
る各種情報を示す図である。
【図３】生体センサ装置を示す図である。
【図４】生体センサ制御サーバおよびクライアント端末を構成するコンピュータを示すブ
ロック図である。
【図５】生体センサ制御サーバのＣＰＵの各機能部を示すブロック図である。
【図６】生体センサ装置の駆動状態の変化を示す図である。
【図７】測定値テーブルの内容を示す図である。
【図８】項目設定テーブルの内容を示す図である。
【図９】患者テーブルの内容を示す図である。
【図１０】クライアント端末のＣＰＵの機能部を示すブロック図である。
【図１１】指示入力画面を示す図である。
【図１２】測定値表示画面を示す図である。
【図１３】測定値表示画面を示す図である。
【図１４】通知画面を示す図である。
【図１５】生体センサシステムの処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】リスク判定部の機能を説明するための図である。
【図１７】肺塞栓症を発症するリスクがないと判定された患者の場合の生体センサ装置の
駆動制御の様子を示す図である。
【図１８】肺塞栓症を発症するリスクがあると判定された患者の場合の生体センサ装置の
駆動制御の様子を示す図である。
【図１９】第３実施形態の項目設定テーブルの内容を示す図である。
【図２０】第３実施形態の生体センサ装置を示す図である。
【図２１】体動量が比較的小さい場合に皮膚インピーダンスの測定間隔を比較的短くする
様子を示す図である。
【図２２】体動量が比較的大きい場合に皮膚インピーダンスの測定間隔を比較的長くする
様子を示す図である。
【図２３】第５実施形態の通知画面を示す図である。
【図２４】第５実施形態の生体センサ制御サーバの処理手順を示すフローチャートである
。
【図２５】第１判定条件の設定部を設けた第６実施形態を示す図である。
【図２６】判定部で皮膚インピーダンスが第２判定条件を満たすか否かを判定する第７実
施形態を示す図である。
【図２７】第７実施形態の生体センサ制御サーバの処理手順を示すフローチャートである
。
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【図２８】第８実施形態の生体センサ制御サーバの処理手順を示すフローチャートである
。
【図２９】残量情報取得部および残量情報出力部を設けた第９実施形態を示す図である。
【図３０】第９実施形態の測定値表示画面を示す図である。
【図３１】残量警告画面を示す図である。
【図３２】第１０実施形態の生体センサ装置を示す図である。
【図３３】第１０実施形態の生体センサ制御サーバの処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図３４】第１０実施形態の生体センサ制御サーバの処理手順の別の例を示すフローチャ
ートである。
【図３５】第１０実施形態の測定値表示画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　[第１実施形態]
　図１において、生体センサシステム１０は、医療施設内に構築され、生体センサ装置１
１、生体センサ制御装置に相当する生体センサ制御サーバ１２、およびクライアント端末
１３等を備える。これらは医療施設内に敷設されたＬＡＮ（Local Area Network）等のネ
ットワーク１４を介して相互に通信可能に接続されている。
【００２７】
　生体センサ装置１１は患者Ｐに装着される。生体センサ装置１１が装着される患者Ｐに
は、例えば手術直後で身動きがとれなかったり、寝たきりであったり等して、病室１５の
ベッド１６に長時間同じ姿勢で居続けざるを得ない患者が医師Ｄにより選定される。
【００２８】
　生体センサ装置１１は、患者Ｐの生体情報に関する複数の測定項目を測定する。生体セ
ンサ装置１１は、第１センサ部２０および第２センサ部２１を有している。第１センサ部
２０は測定項目として第１測定項目を測定する。第２センサ部２１は測定項目として第２
測定項目を測定する。
【００２９】
　生体センサ装置１１は無線送受信機能を有し、病室１５に設置された無線送受信機２２
と無線通信が可能である。無線送受信機２２はネットワーク１４に接続されており、生体
センサ装置１１は、この無線送受信機２２を介して、各測定項目の測定値等の各種情報を
生体センサ制御サーバ１２と送受信する。
【００３０】
　生体センサ制御サーバ１２およびクライアント端末１３は、サーバコンピュータ、パー
ソナルコンピュータ、ワークステーションといったコンピュータをベースに、オペレーテ
ィングシステム等の制御プログラムや、各種アプリケーションプログラム（以下、ＡＰと
略記）をインストールして構成される。
【００３１】
　生体センサ制御サーバ１２は、生体センサ装置１１を制御する。より詳しくは、生体セ
ンサ制御サーバ１２は、第１センサ部２０を常時駆動させて第１測定項目を常時測定させ
る。また、生体センサ制御サーバ１２は、第１センサ部２０で測定した第１測定項目の測
定値に基づいて、予め設定された第１判定条件４２（図５参照）を満たすか否かを判定し
、第１測定項目が第１判定条件４２を満たすと判定された場合に、第２センサ部２１の駆
動を開始させる。ここで、第１測定項目が第１判定条件４２を満たす場合とは、患者Ｐの
状態に何らかの異常が認められた場合である。
【００３２】
　クライアント端末１３は、患者Ｐの状態を監視する看護師Ｎや医師Ｄ等の医療スタッフ
により携行されるタブレットコンピュータである。クライアント端末１３は、生体センサ
装置１１に第１センサ部２０による第１測定項目の測定を開始させる場合等に医療スタッ
フにより操作される。
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【００３３】
　図２において、生体センサ装置１１は、第１測定項目および第２測定項目の各種測定値
を生体センサ制御サーバ１２に送信する。生体センサ制御サーバ１２は、第１センサ部２
０および第２センサ部２１への各種駆動制御命令を生体センサ装置１１に送信する。また
、生体センサ制御サーバ１２は、第１測定項目および第２測定項目の各種測定値、並びに
第１測定項目が第１判定条件４２を満たすと判定した旨の通知をクライアント端末１３に
送信する。クライアント端末１３は、医療スタッフの手による各種指示を生体センサ制御
サーバ１２に送信する。
【００３４】
　図３において、第１センサ部２０は、呼吸数センサ２５と心拍数センサ２６とを有する
。一方、第２センサ部２１は、皮膚ＩＭＰセンサ２７を有する。各センサ２５～２７は、
駆動を開始すると、例えば５秒間隔等、定期的に測定を実施する。呼吸数センサ２５およ
び心拍数センサ２６は、例えば、１分間当たりの患者Ｐの呼吸数（単位：ＢｒＰＭ（Brea
th per minute））および心拍数（単位：ＢＰＭ（Beat per minute））を測定し、これら
を第１測定項目の測定値として出力する。皮膚ＩＭＰセンサ２７は、患者Ｐの皮膚ＩＭＰ
（単位：Ω）を測定し、これを第２測定項目の測定値として出力する。なお、第１測定項
目として設定される呼吸数および心拍数や第２測定項目として設定される皮膚ＩＭＰは、
予め生体センサ制御サーバ１２が初期値として保持している測定項目である（図８参照）
。
【００３５】
　生体センサ装置１１は、バッテリ２８および無線送受信部２９を備えている。バッテリ
２８は、各センサ２５～２７に駆動電力を供給する。
【００３６】
　無線送受信部２９は、呼吸数、心拍数、および皮膚ＩＭＰの各種測定値を、装置ＩＤ（
Identification Data）とともに無線送受信機２２に無線送信する。装置ＩＤは個々の生
体センサ装置１１を識別する記号や番号であり、生体センサ装置１１の内部メモリ（図示
せず）に記憶されている。
【００３７】
　また、無線送受信部２９は、生体センサ制御サーバ１２からの駆動制御命令を無線送受
信機２２から無線受信する。駆動制御命令には、第１駆動開始命令、第２駆動開始命令、
および駆動停止命令がある。第１駆動開始命令は、無線送受信部２９から第１センサ部２
０の呼吸数センサ２５および心拍数センサ２６に出力される。第２駆動開始命令は、無線
送受信部２９から第２センサ部２１の皮膚ＩＭＰセンサ２７に出力される。駆動停止命令
は、無線送受信部２９から各センサ２５～２７に出力される。呼吸数センサ２５および心
拍数センサ２６は、第１駆動開始命令によってバッテリ２８から駆動電力が供給され、駆
動を開始する。皮膚ＩＭＰセンサ２７は、第２駆動開始命令によってバッテリ２８から駆
動電力が供給され、駆動を開始する。また、各センサ２５～２７は駆動停止命令によって
バッテリ２８からの駆動電力の供給が断たれ、駆動を停止する。
【００３８】
　図４において、生体センサ制御サーバ１２およびクライアント端末１３を構成するコン
ピュータは、基本的な構成は同じであり、それぞれ、ストレージデバイス３０、メモリ３
１、ＣＰＵ（Central Processing Unit）３２、通信部３３、ディスプレイ３４、入力デ
バイス３５、およびスピーカー３６を備えている。これらはデータバス３７を介して相互
接続されている。
【００３９】
　ストレージデバイス３０は、生体センサ制御サーバ１２等を構成するコンピュータに内
蔵、またはケーブルやネットワークを通じて接続されたハードディスクドライブ、もしく
はハードディスクドライブを複数台連装したディスクアレイである。ストレージデバイス
３０には、オペレーティングシステム等の制御プログラムや各種ＡＰ、およびこれらのプ
ログラムに付随する各種画面の画面データ等が記憶されている。
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【００４０】
　メモリ３１は、ＣＰＵ３２が処理を実行するためのワークメモリである。ＣＰＵ３２は
、ストレージデバイス３０に記憶されたプログラムをメモリ３１へロードして、プログラ
ムにしたがった処理を実行することにより、コンピュータの各部を統括的に制御する。
【００４１】
　通信部３３は、ネットワーク１４を介した各種情報の伝送制御を行うネットワークイン
ターフェースである。ディスプレイ３４は、マウスやキーボード、あるいはタッチパネル
等の入力デバイス３５の操作に応じた各種画面を表示する。画面にはＧＵＩ(Graphical U
ser Interface)による操作機能が備えられる。生体センサ制御サーバ１２等を構成するコ
ンピュータは、画面を通じて入力デバイス３５からの操作指示の入力を受け付ける。
【００４２】
　なお、以下の説明では、生体センサ制御サーバ１２を構成するコンピュータの各部には
添え字の「Ａ」を、クライアント端末１３を構成するコンピュータの各部には添え字の「
Ｂ」をそれぞれ符号に付して区別する。
【００４３】
　図５において、生体センサ制御サーバ１２のストレージデバイス３０Ａには、ＡＰとし
て作動プログラム４０が記憶されている。作動プログラム４０は、生体センサ制御サーバ
１２を構成するコンピュータを、生体センサ制御装置として機能させるためのＡＰである
。
【００４４】
　ストレージデバイス３０Ａには、作動プログラム４０の他に、測定値テーブル４１（図
７も参照）、第１判定条件４２、項目設定テーブル４３（図８も参照）、および患者テー
ブル４４（図９も参照）が記憶されている。
【００４５】
　作動プログラム４０が起動されると、生体センサ制御サーバ１２のＣＰＵ３２Ａは、メ
モリ３１等と協働して、指示受付部５０、駆動制御部５１、第１測定値取得部５２、第２
測定値取得部５３、測定値管理部５４、および判定部５５として機能する。
【００４６】
　指示受付部５０は、クライアント端末１３からの各種指示を受け付ける。各種指示には
、開始指示、終了指示、測定値要求指示等がある。開始指示は、生体センサ装置１１に第
１センサ部２０による呼吸数および心拍数の測定を開始させる指示である。終了指示は、
生体センサ装置１１に測定を終了させる指示である。測定値要求指示は、その時点で最新
の測定値の表示を要求する指示である。これらの指示には、個々の患者Ｐを識別するため
の記号や番号である患者ＩＤが含まれる。また、測定値要求指示には、個々のクライアン
ト端末１３を識別するための記号や番号である端末ＩＤが含まれる。指示受付部５０は、
開始指示および終了指示を駆動制御部５１に、測定値要求指示を測定値管理部５４にそれ
ぞれ出力する。
【００４７】
　駆動制御部５１は、各センサ２５～２７の駆動を制御する。駆動制御部５１は、各種駆
動制御信号を生体センサ装置１１に送信する。より詳しくは、駆動制御部５１は、指示受
付部５０から開始指示が入力された場合、第１駆動開始命令を生体センサ装置１１に送信
し、指示受付部５０から終了指示が入力された場合、駆動停止命令を生体センサ装置１１
に送信する。また、駆動制御部５１は、判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条件
４２を満たすと判定された場合に、第２駆動開始命令を生体センサ装置１１に送信する。
【００４８】
　ここで、第１センサ部２０を常時駆動するとは、第２センサ部２１のように他の測定項
目の測定値の動向に影響を受けることなく、医療スタッフにより開始指示が入力されて第
１駆動開始命令が与えられてから、終了指示が入力されて駆動停止命令が与えられるまで
、あるいは医療スタッフにより開始指示が入力されて第１駆動開始命令が与えられてから
、バッテリの残量がなくなって電力が供給されなくなるまで、第１センサ部２０を継続的



(11) JP 2017-29232 A 2017.2.9

10

20

30

40

50

に駆動するということである。
【００４９】
　第１測定値取得部５２は、生体センサ装置１１からの呼吸数および心拍数の測定値（第
１測定項目の測定値）を取得する。第２測定値取得部５３は、生体センサ装置１１からの
皮膚ＩＭＰの測定値（第２測定項目の測定値）を取得する。これら各取得部５２、５３は
、取得した各種測定値を測定値管理部５４に出力する。
【００５０】
　測定値管理部５４は、各取得部５２、５３からの各種測定値を測定値テーブル４１に登
録する。測定値管理部５４は、測定値テーブル４１の各種測定値のうちの呼吸数および心
拍数の測定値を判定部５５に受け渡す。また、測定値管理部５４は、指示受付部５０から
の測定値要求指示に応じて、測定値テーブル４１から最新の各種測定値を読み出し、読み
出した各種測定値を測定値要求指示の送信元のクライアント端末１３に送信する。測定値
要求指示の送信元のクライアント端末１３は、測定値要求指示に含まれる端末ＩＤで特定
することが可能である。
【００５１】
　判定部５５は、測定値管理部５４からの呼吸数および心拍数の測定値に基づいて、呼吸
数および心拍数が第１判定条件４２を満たすか否かを判定する。判定部５５は、呼吸数お
よび心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定した場合に、その判定結果を駆動制御部５
１に出力する。また、判定部５５は、呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと
判定した旨の通知を出力する。通知はクライアント端末１３に送信される。
【００５２】
　第１判定条件４２は、呼吸数および心拍数のそれぞれの測定値に基づき、患者Ｐの状態
に何らかの異常が発生したか否かを判定するための条件である。第１判定条件４２には、
例えば、呼吸数２５ＢｒＰＭおよび心拍数１００ＢＰＭといった呼吸数および心拍数の閾
値と、１分間等の期間とが設定されている。判定部５５は、呼吸数および心拍数が閾値以
上の状態が、設定された期間以上続いた場合に、呼吸数および心拍数が第１判定条件４２
を満たすと判定する。
【００５３】
　図６に、判定部５５の判定による生体センサ装置１１の駆動状態の変化を示す。まず、
上段において、生体センサ装置１１では、開始指示に応じた駆動制御部５１からの第１駆
動開始命令を受けて、四角の太枠および符号ＳＴ１、ＳＴ２の「ＯＮ」で示すように、呼
吸数センサ２５および心拍数センサ２６が駆動を開始する。これにより各センサ２５、２
６から呼吸数および心拍数の測定値が出力される。ただし、この段階では、四角の太枠お
よび符号ＳＴ３の「ＯＦＦ」で示すように、皮膚ＩＭＰセンサ２７は駆動を開始せず、し
たがって皮膚ＩＭＰの測定値は出力されない。
【００５４】
　中段の楕円形の枠および符号ＪＭ１で示すように、判定部５５で呼吸数および心拍数が
第１判定条件４２を満たすと判定された場合、下段に示すように、生体センサ装置１１で
は、駆動制御部５１からの第２駆動開始命令を受けて、符号ＳＴ３の「ＯＮ」で示すよう
に、皮膚ＩＭＰセンサ２７が駆動を開始する。これにより、呼吸数および心拍数に加えて
、皮膚ＩＭＰの測定値も出力される。
【００５５】
　図７に示すように、測定値テーブル４１には、呼吸数、心拍数、および皮膚ＩＭＰの各
種測定値を各取得部５２、５３で取得した取得時刻と各種測定値とが、患者ＩＤ別に登録
されている。測定値テーブル４１には、１人の患者Ｐに対して、例えば１時間分の各種測
定値が登録される。測定値管理部５４は、各取得部５２、５３から新たな各種測定値が入
力される度に、最も取得時刻が古い各種測定値を新たな各種測定値に書き換える。なお、
皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆動が開始されていない場合は、皮膚ＩＭＰの測定値の項には当
然ながら何も登録されない。
【００５６】
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　測定値管理部５４は、測定値テーブル４１から呼吸数および心拍数の測定値を判定部５
５に受け渡す際に、患者ＩＤを付帯させる。また、判定部５５も、呼吸数および心拍数が
第１判定条件４２を満たすと判定した判定結果を駆動制御部５１に出力する際に、患者Ｉ
Ｄを付帯させる。さらに、判定部５５は、通知にも患者ＩＤを付帯させる。
【００５７】
　図８に示すように、項目設定テーブル４３には、第１測定項目および第２測定項目がそ
れぞれ登録されている。本実施形態では、第１測定項目に呼吸数および心拍数が、第２測
定項目に皮膚ＩＭＰがそれぞれ登録されている。駆動制御部５１は、図５に矢印１で示す
ように、項目設定テーブル４３を参照して、第１駆動開始命令の対象を呼吸数センサ２５
および心拍数センサ２６とし、第２駆動開始命令の対象を皮膚ＩＭＰセンサ２７とする。
【００５８】
　図９に示すように、患者テーブル４４には、各患者Ｐに装着された生体センサ装置１１
の装置ＩＤと、各患者Ｐの担当の医療スタッフがもつクライアント端末１３の端末ＩＤと
が、患者ＩＤ別に登録されている。これら各ＩＤは、生体センサ装置１１を装着させる患
者Ｐを選定した際に、医師Ｄの手により入力される。
【００５９】
　駆動制御部５１は、図５に矢印２で示すように、患者テーブル４４を参照して、各種駆
動制御命令を送信する生体センサ装置１１を特定する。具体的には、駆動制御部５１は、
指示受付部５０からの開始指示または終了指示に含まれる患者ＩＤと対応する装置ＩＤを
患者テーブル４４から読み出し、読み出した装置ＩＤの生体センサ装置１１を第１駆動開
始命令または駆動停止命令の送信先とする。また、駆動制御部５１は、判定部５５からの
判定結果に含まれる患者ＩＤと対応する装置ＩＤを患者テーブル４４から読み出し、読み
出した装置ＩＤの生体センサ装置１１を第２駆動開始命令の送信先とする。図９の例では
、開始指示または終了指示、あるいは判定結果に含まれる患者ＩＤが「Ｐ００１」であっ
た場合、装置ＩＤ「Ｓ００１」の生体センサ装置１１が各種駆動制御命令の送信先とされ
る。
【００６０】
　測定値管理部５４は、図５に矢印３で示すように、患者テーブル４４を参照して、測定
値テーブル４１への各種測定値の登録先の患者ＩＤを特定する。具体的には、測定値管理
部５４は、生体センサ装置１１から各種測定値とともに送信される装置ＩＤと対応する患
者ＩＤを患者テーブル４４で認識し、認識した患者ＩＤを各種測定値の登録先とする。図
９の例では、各種測定値とともに送信される装置ＩＤが「Ｓ００２」であった場合、測定
値テーブル４１の患者ＩＤ「Ｐ００２」の項に各種測定値が登録される。
【００６１】
　判定部５５は、図５に矢印４で示すように、患者テーブル４４を参照して、通知を送信
するクライアント端末１３を特定する。具体的には、判定部５５は、測定値管理部５４か
らの各種測定値に含まれる患者ＩＤと対応する端末ＩＤを患者テーブル４４から読み出し
、読み出した端末ＩＤのクライアント端末１３を通知の送信先とする。図９の例では、各
種測定値に含まれる患者ＩＤが「Ｐ００５」であった場合、端末ＩＤ「Ｃ０１０」、「Ｃ
０１１」、「Ｃ０１６」の３台のクライアント端末１３が通知の送信先とされる。
【００６２】
　図１０において、クライアント端末１３のストレージデバイス３０Ｂには、ＡＰとして
監視プログラム６０が記憶されている。監視プログラム６０が起動されると、クライアン
ト端末１１のＣＰＵ３２Ｂは、メモリ３１等と協働して、ＡＰ制御部６１として機能する
。
【００６３】
　ＡＰ制御部６１は、各種指示の入力を受け付ける指示入力画面６５（図１１参照）をデ
ィスプレイ３４Ｂに表示し、かつ指示入力画面６５を通じて入力デバイス３５Ｂから入力
される各種指示を受け付ける。ＡＰ制御部６１は、各種指示を指示受付部５０に送信する
。
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【００６４】
　また、ＡＰ制御部６１は、測定値管理部５４からの測定値に基づいて、測定値表示画面
７０（図１２および図１３参照）をディスプレイ３４Ｂに表示する。さらに、ＡＰ制御部
６１は、判定部５５からの通知に応じて、通知画面７５（図１４参照）をディスプレイ３
４Ｂに表示するとともに、スピーカー３６Ｂからビープ音等の警告音声を出力させる。な
お、クライアント端末１３にバイブレーション機能がある場合は、ＡＰ制御部６１は、通
知画面７５の表示および警告音声の出力とともにバイブレーション機能を作動させてもよ
い。
【００６５】
　図１１において、指示入力画面６５には、患者ＩＤを入力するための入力ボックス６６
、開始ボタン６７、終了ボタン６８、および測定値ボタン６９が設けられている。入力ボ
ックス６６に所望の患者Ｐの患者ＩＤが入力され、各ボタン６７～６９が選択された場合
、ＡＰ制御部６１から生体センサ制御サーバ１２に、入力ボックス６６に入力された患者
ＩＤを含む各種指示が送信される。すなわち、開始ボタン６７が選択された場合は開始指
示、終了ボタン６８が選択された場合は終了指示、測定値ボタン６９が選択された場合は
測定値要求指示がそれぞれ送信される。
【００６６】
　図１２および図１３において、測定値表示画面７０には、指示入力画面６５で指定され
た患者ＩＤ、各種測定値の取得時刻、および各種測定値が表示される。図１２は、判定部
５５で呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定される前で、呼吸数および
心拍数の測定値が表示された状態を示す。一方、図１３は、判定部５５で呼吸数および心
拍数が第１判定条件４２を満たすと判定された後で、呼吸数および心拍数の測定値に加え
て、皮膚ＩＭＰの測定値が表示された状態を示す。なお、符号７１は、測定値表示画面７
０を消去するための確認ボタンである。
【００６７】
　図１４において、通知画面７５には、通知に含まれる患者ＩＤの患者Ｐに異常が認めら
れる旨のメッセージと、確認ボタン７６と測定値ボタン７７とが表示される。確認ボタン
７６は、測定値表示画面７０の確認ボタン７１と同様に、通知画面７５を消去するための
ボタンである。また、測定値ボタン７７は、指示入力画面６５の測定値ボタン６９と同様
の機能を有するボタンであり、通知に含まれる患者ＩＤの患者Ｐの測定値表示画面７０を
表示させるためのボタンである。
【００６８】
　以下、上記構成による作用について、図１５のフローチャートを参照して説明する。ま
ず、医師Ｄにより選定された患者Ｐに生体センサ装置１１が装着される。医師Ｄは、患者
Ｐの患者ＩＤ、生体センサ装置１１の装置ＩＤ、および患者Ｐの担当の医療スタッフのク
ライアント端末１３の端末ＩＤを入力する。これらは患者テーブル４４に登録される。
【００６９】
　医師Ｄは、クライアント端末１３を操作して監視プログラム６０を起動し、指示入力画
面６５をディスプレイ３４Ｂに表示させる。医師Ｄは、指示入力画面６５を介して、開始
指示を入力する。開始指示は生体センサ制御サーバ１２に送信される（ステップＳ１００
）。
【００７０】
　生体センサ制御サーバ１２では、開始指示が受け付けられた場合（ステップＳ２００で
ＹＥＳ）、駆動制御部５１から生体センサ装置１１に第１駆動開始命令が送信される（ス
テップＳ２１０）。
【００７１】
　生体センサ装置１１では、第１駆動開始命令が受信された場合（ステップＳ３００でＹ
ＥＳ）、第１センサ部２０の呼吸数センサ２５および心拍数センサ２６の駆動が開始され
る（ステップＳ３１０）。呼吸数センサ２５から出力された呼吸数、および心拍数センサ
２６から出力された心拍数のそれぞれの測定値は、生体センサ制御サーバ１２に送信され
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る（ステップＳ３２０）。
【００７２】
　生体センサ制御サーバ１２では、第１測定値取得部５２で呼吸数および心拍数の測定値
が取得される（ステップＳ２２０）。これらの測定値は、測定値管理部５４により測定値
テーブル４１に登録されるとともに、測定値管理部５４から判定部５５に出力される。そ
して、判定部５５により、呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすか否かが判定
される（ステップＳ２３０）。これらステップＳ２２０の呼吸数および心拍数の測定値の
取得、およびステップＳ２３０の判定は、判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条
件４２を満たすと判定されない間（ステップＳ２４０でＮＯ）は続けられる。
【００７３】
　判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定された場合（ステ
ップＳ２４０でＹＥＳ）、駆動制御部５１から生体センサ装置１１に第２駆動開始命令が
送信され、かつ判定部５５からクライアント端末１３に通知が送信される（ステップＳ２
５０）。
【００７４】
　生体センサ装置１１では、第２駆動開始命令が受信された場合（ステップＳ３３０でＹ
ＥＳ）、第２センサ部２１の皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆動が開始される（ステップＳ３４
０）。皮膚ＩＭＰセンサ２７から出力された皮膚ＩＭＰの測定値は、生体センサ制御サー
バ１２に送信される（ステップＳ３５０）。
【００７５】
　生体センサ制御サーバ１２では、第２測定値取得部５３で皮膚ＩＭＰの測定値が取得さ
れる（ステップＳ２６０）。皮膚ＩＭＰの測定値は、測定値管理部５４により測定値テー
ブル４１に登録される。このステップＳ２６０の皮膚ＩＭＰの測定値の取得は、クライア
ント端末１３からの終了指示が指示受付部５０で受け付けられない間（ステップＳ２８０
でＮＯ）は続けられる。
【００７６】
　一方、クライアント端末１３では、判定部５５からの通知が受信された場合（ステップ
Ｓ１１０でＹＥＳ）、通知画面７５がディスプレイ３４Ｂに表示され、かつスピーカー３
６Ｂから警告音声が出力される（ステップＳ１２０）。
【００７７】
　呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定した旨の通知を判定部５５から
出力することで、クライアント端末１３で通知画面７５の表示および警告音声の出力が行
われる。これにより、患者Ｐの状態に異常が発生したことを医療スタッフに確実に認識さ
せることができる。
【００７８】
　医療スタッフは、通知画面７５で異常が発生した患者Ｐを確認した後、指示入力画面６
５を介して、終了指示を入力する。終了指示は生体センサ制御サーバ１２に送信される（
ステップＳ１３０）。なお、終了指示は、決められた監視期間が終了した場合にも入力さ
れる。
【００７９】
　生体センサ制御サーバ１２では、終了指示が受け付けられた場合（ステップＳ２８０で
ＹＥＳ）、駆動制御部５１から生体センサ装置１１に駆動停止命令が送信される（ステッ
プＳ２９０）。
【００８０】
　生体センサ装置１１では、駆動停止命令が受信された場合（ステップＳ３６０でＹＥＳ
）、各センサ部２５～２７の駆動が停止される（ステップＳ３７０）。なお、図１５では
図示していないが、医療スタッフは、指定入力画面６５を介して測定値要求指示を入力し
、個人的に気になる患者Ｐの測定値表示画面７０をディスプレイ３４Ｂに表示させること
もできる。
【００８１】
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　呼吸数および心拍数を第１測定項目とし、第１センサ部２０の呼吸数センサ２５および
心拍数センサ２６を常時駆動させて、呼吸数および心拍数の測定値を常時測定するので、
皮膚ＩＭＰを第１測定項目とした場合と比べて、医療スタッフを必要以上に煩わせること
がない。
【００８２】
　より詳しくは、判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定さ
れた時点で、患者Ｐには息切れや動悸等の具体的な症状が表れているので、肺塞栓症の場
合の弾性ストッキングや間欠的空気圧迫法等の予防措置が患者Ｐに既にとられていた場合
でも、さらに胸部Ｘ線撮影やＣＴ（Computed Tomography）撮影、肺シンチグラフィ等の
追加検査を行ったり、投薬や手術等の重篤化を防ぐ措置をとることができる。また、呼吸
数および心拍数は、安静状態では皮膚ＩＭＰと比べて環境要因によって測定値が大きく変
動しない。患者Ｐが階段を駆け上がる等の激しい運動をした場合は別だが、そもそも患者
Ｐには病室１５のベッド１６に長時間同じ姿勢で居続けざるを得ない患者が選定されるた
め、そうしたことも考えにくい。したがって、皮膚ＩＭＰを第１測定項目とした場合と比
べて、通知を受けて医療スタッフが患者のもとに駆けつけても、徒労に終わる可能性が低
い。
【００８３】
　また、皮膚ＩＭＰを第２測定項目とし、判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条
件４２を満たすと判定された場合に皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆動を開始させ、皮膚ＩＭＰ
の測定値を取得するので、呼吸数および心拍数の測定値と併せて、皮膚ＩＭＰの測定値を
鑑別の判断材料とすることができる。したがって、皮膚ＩＭＰの測定自体をせず、皮膚Ｉ
ＭＰの測定値を取得しない場合と比べて、適切な鑑別を行うことが可能となる。つまり、
呼吸数および心拍数に加え、皮膚ＩＭＰの測定項目が増えるために、個々の測定値が環境
要因によって変動したとしても、その影響を和らげて総合的に判断をしやすい状態を医師
Ｄに提供することができ、追加検査等のさらなる措置を実施すべきか否かを的確に判断さ
せることができる。
【００８４】
　判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定されない限り、皮
膚ＩＭＰセンサ２７は駆動を開始しないので、無駄な電力消費を抑えることができる。
【００８５】
　［第２実施形態］
　皮膚ＩＭＰは、医療スタッフの患者Ｐに対するケアが徒労に終わる可能性が高い測定項
目であるとはいえ、患者Ｐの異常の前兆をいちはやく察知することができる測定項目であ
る。このため、医療スタッフの患者Ｐに対するケアが徒労に終わる可能性が高くても、異
常の前兆をいちはやく察知するメリットのほうが高い場合には、皮膚ＩＭＰも第１測定項
目として、皮膚ＩＭＰの測定値も呼吸数および心拍数の測定値と同様に常時測定すること
が好ましい。
【００８６】
　医療スタッフのケアが徒労に終わる可能性が高くても、異常の前兆をいちはやく察知す
るメリットのほうが高い患者Ｐとしては、疾患を発症するリスクが比較的高い患者Ｐが考
えられる。そこで、図１６～図１８に示す第２実施形態では、疾患を発症するリスクが比
較的高い患者に対しては、例外的に皮膚ＩＭＰも第１測定項目とし、皮膚ＩＭＰの測定値
も常時測定する。
【００８７】
　図１６において、本実施形態では、生体センサ制御サーバ１２のＣＰＵ３２Ａに、リス
ク判定部８０が構築される。また、本実施形態の患者テーブル８１には、疾患として肺塞
栓症を発症するリスクがあるか否かが登録される肺塞栓症発症リスクの項が患者ＩＤ毎に
設けられる。なお、図１６では、ストレージデバイス３０Ａ、ＣＰＵ３２Ａ、並びに駆動
制御部５１や判定部５５等の各機能部の図示を省略している。以降の図１７等も要部のみ
を図示し、関係ない部分の図示を省略する。
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【００８８】
　リスク判定部８０は、患者Ｐの属性、およびストレージデバイス３０Ａに記憶された肺
塞栓症発症リスク判定条件（以下、リスク判定条件と略記）８２に基づいて、患者Ｐが肺
塞栓症を発症するリスクを判定する。リスクの判定に用いる患者Ｐの属性は、年齢、ＢＭ
Ｉ（Body Mass Index；ボディマス指数）、手術歴、既往歴、投薬歴である。リスク判定
条件８２には、年齢：６０歳以上、ＢＭＩ：２５以上、手術歴：過去３か月以内に手術施
行等、各属性に対する閾値やキーワードが登録されている。
【００８９】
　なお、既往症のキーワードとしては、図示の血液凝固障害、静脈カテーテル留置の他に
、抗リン脂質抗体症候群やプロテインＣ欠乏症といった凝固能亢進性疾患、骨盤・股関節
・脚の損傷、ネフローゼ症候群、真正多血病や血小板血症といった骨髄増殖性疾患等が挙
げられる。また、リスク判定条件８２に喫煙の有無や妊娠の有無を加えてもよい。
【００９０】
　患者Ｐの属性は、電子カルテサーバ８３内の電子カルテ８４に記録されている。リスク
判定部８０は、患者テーブル８１に登録された患者ＩＤを検索キーとする電子カルテ８４
の取得要求を電子カルテサーバ８３に送信し、この取得要求に応じて電子カルテサーバ８
３から送信された電子カルテ８４を取得する。
【００９１】
　リスク判定部８０は、電子カルテ８４の患者Ｐの属性とリスク判定条件８２とを比較す
る。そして、上記の各属性のうちのいずれか１つがリスク判定条件８２を満たす場合は、
当該患者Ｐは肺塞栓症を発症するリスクがあると判定する。一方、各属性のいずれもリス
ク判定条件８２を満たさない場合は、当該患者Ｐは肺塞栓症を発症するリスクがないと判
定する。このリスク判定部８０による判定結果は、患者テーブル８１の肺塞栓症発症リス
クの項に登録される。なお、各属性の全てがリスク判定条件８２を満たす場合にのみ、肺
塞栓症を発症するリスクがあると判定してもよい。また、患者Ｐの属性は、電子カルテ８
４から取得するのではなく、医療スタッフが手入力してもよい。
【００９２】
　本実施形態では、駆動制御部５１は、リスク判定部８０でリスクがないと判定された場
合には、第２センサ部２１を判定部５５の判定結果にしたがって駆動する。すなわち、上
記第１実施形態と同じく、判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たす
と判定された場合に、第２駆動開始命令を生体センサ装置１１に送信し、皮膚ＩＭＰセン
サ２７の駆動を開始させる。
【００９３】
　一方、駆動制御部５１は、リスク判定部８０でリスクがあると判定された場合には、第
１センサ部２０と同じく第２センサ部２１も常時駆動させ、第１測定項目と同じく第２測
定項目も常時測定させる。つまり、肺塞栓症を発症するリスクが比較的高い患者Ｐに対し
ては、呼吸数および心拍数に加えて、皮膚ＩＭＰも常時測定させる。
【００９４】
　具体的には図１７および図１８に示すように、駆動制御部５１は、クライアント端末１
３からの開始指示が入力されたときに、開始指示に含まれる患者ＩＤの患者の肺塞栓症の
発症リスクの有無を患者テーブル８１で調べる。駆動制御部５１は、図１７の患者ＩＤ：
Ｐ００２を含む開始指示を受けた場合のように、患者テーブル８１の肺塞栓症発症リスク
の項に「なし」が登録されていた場合は、上記第１実施形態と同じく、第１駆動開始命令
を生体センサ装置１１に送信する。これにより、上記第１実施形態と同じく、呼吸数セン
サ２５および心拍数センサ２６が駆動を開始する。
【００９５】
　一方、図１８の患者ＩＤ：Ｐ００１を含む開始指示を受けた場合のように、患者テーブ
ル８１の肺塞栓症発症リスクの項に「あり」が登録されていた場合は、駆動制御部５１は
、第１駆動開始命令に加えて第２駆動開始命令も生体センサ装置１１に送信する。これに
より、呼吸数センサ２５および心拍数センサ２６に加えて、皮膚ＩＭＰセンサ２７も駆動
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を開始する。
【００９６】
　このように、肺塞栓症を発症するリスクが比較的高い患者Ｐに対しては皮膚ＩＭＰセン
サ２７も常時駆動させるので、肺塞栓症を発症するリスクが比較的高い患者Ｐの異常の前
兆をいちはやく察知することができる。肺塞栓症を発症するリスクが比較的低い患者Ｐに
ついては、上記第１実施形態と同じく、医療スタッフを必要以上に煩わせることがないと
いう効果がある。
【００９７】
　病室１５のベッド１６に長時間同じ姿勢で居続けざるを得ない患者Ｐの死亡原因として
挙げられる肺塞栓症を、リスクを判定する疾患とするので、肺塞栓症の重篤化を効果的に
防止することができる。
【００９８】
　なお、肺塞栓症に加えて、あるいは代えて、右心不全の発症のリスクを判定してもよい
。右心不全は、その前兆として下腿浮腫が見られることが知られており、肺塞栓症と同じ
く最初に皮膚の状態が変化することが推定される。このため、右心不全の発症のリスクを
判定して、右心不全を発症するリスクが比較的高い患者Ｐに対しては皮膚ＩＭＰセンサ２
７も常時駆動させれば、肺塞栓症の場合と同様の効果が得られる。
【００９９】
　［第３実施形態］
　上記第１実施形態では、第２測定項目として皮膚ＩＭＰのみを例示したが、本発明はこ
れに限定されない。図１９および図２０に示す第３実施形態のように、皮膚ＩＭＰに加え
て、患者Ｐの動きの量を示す体動量を第２測定項目に設定してもよい。
【０１００】
　図１９に示すように、本実施形態の項目設定テーブル９０には、第１測定項目に上記第
１実施形態と同じく呼吸数および心拍数が、第２測定項目に皮膚ＩＭＰに加えて体動量が
それぞれ登録されている。
【０１０１】
　図２０において、本実施形態の生体センサ装置９５の第２センサ部９６は、皮膚ＩＭＰ
センサ２７に加えて体動量センサ９７を有する。体動量センサ９７は、患者Ｐの動きの量
を示す体動量を測定し、これを第２測定項目の測定値として出力する。この場合、駆動制
御部５１は、第２駆動開始命令の対象を皮膚ＩＭＰセンサ２７および体動量センサ９７と
する。皮膚ＩＭＰセンサ２７および体動量センサ９７は、第２駆動開始命令によってバッ
テリ２８から駆動電力が供給され、駆動を開始する。
【０１０２】
　体動量は、患者Ｐが同じ姿勢で居続ける時間が長くなるほど発症のリスクが高まる肺塞
栓症等の疾患と密接に関連する測定項目であるので、鑑別の判断材料として好適である。
このため、皮膚ＩＭＰに加えて体動量も測定することで、鑑別の判断材料がさらに増え、
より適切な鑑別を行うことが可能となる。
【０１０３】
　［第４実施形態］
　肺塞栓症の発症の引き金となる血栓は、血流を良くすることでその発生を抑えることが
できる。手術直後で身動きがとれなかったり、寝たきりの患者Ｐに対しては、前述のよう
に弾性ストッキングや間欠的空気圧迫法等の措置がとられるが、術後のリハビリを開始し
た患者Ｐ等、ある程度自力で動くことが可能な患者Ｐに対しては、血流を良くするために
適度な運動が医師Ｄにより指導される。こうしたある程度動くことが可能な患者Ｐの場合
は、運動をしている間は一時的に肺塞栓症の発症リスクが低くなっているため、その間は
監視を緩めてもよいと考えることができる。
【０１０４】
　そこで、図２１および図２２に示す第４実施形態では、上記第３実施形態の生体センサ
装置９５のように皮膚ＩＭＰに加えて体動量センサ９７で体動量を測定する場合に、患者
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Ｐの体動量に応じて皮膚ＩＭＰの測定間隔を変更する。より具体的には、患者Ｐの体動量
が比較的小さい場合よりも、患者Ｐの体動量が比較的大きい場合の皮膚ＩＭＰの測定間隔
を長くする。
【０１０５】
　図２１および図２２に示すように、判定部５５は、生体センサ装置９５からの体動量の
測定値が、ストレージデバイス３０Ａに記録された判定基準１００を満たすか否かを判定
する。判定部５５による判定結果は、楕円形の枠および符号ＪＭ２およびＪＭ３で示すよ
うに、駆動制御部５１に入力される。駆動制御部５１は、判定部５５からの判定結果に応
じて、駆動制御命令として、皮膚ＩＭＰセンサ２７に皮膚ＩＭＰの測定間隔を変更させる
測定間隔変更命令を生体センサ装置９５に送信する。
【０１０６】
　判定基準１００には、体動量の閾値と期間とが設定されている。判定部５５は、体動量
の測定値が閾値よりも小さい状態が、設定された期間以上続いた場合に、体動量の測定値
が判定基準１００を満たすと判定する。この体動量の測定値が判定基準１００を満たす場
合とは、例えば患者Ｐが安静にしていて体動量が小さい場合であり、この場合は肺塞栓症
の発症リスクが比較的高いと考えられる。一方で、体動量の測定値が判定基準１００を満
たさない場合とは、例えば患者Ｐが運動をしていて体動量が大きい場合であり、この場合
は肺塞栓症の発症リスクが比較的低いと考えられる。
【０１０７】
　図２１は、体動量の測定値が判定基準１００を満たす場合を示している。この場合、駆
動制御部５１は、皮膚ＩＭＰの測定間隔を例えば５秒と比較的短くする測定間隔変更命令
を出力する。一方、図２２は、体動量の測定値が判定基準１００を満たさない場合を示し
ている。この場合、駆動制御部５１は、皮膚ＩＭＰの測定間隔を例えば６０秒と比較的長
くする測定間隔変更命令を出力する。
【０１０８】
　このように、体動量の測定値が判定基準１００を満たすか否かに応じて、皮膚ＩＭＰセ
ンサ２７による皮膚ＩＭＰの測定間隔を変更するので、体動量が小さい状態が所定期間続
いて肺塞栓症の発症リスクが高い場合には皮膚ＩＭＰの測定間隔を比較的短くし、体動量
が大きい状態が所定期間続いて肺塞栓症の発症リスクが低い場合には皮膚ＩＭＰの測定間
隔を比較的長くすることができる。肺塞栓症の発症リスクが高い場合には皮膚ＩＭＰの測
定間隔が比較的短くなるので、より詳細な皮膚ＩＭＰの測定が可能となる。一方、肺塞栓
症の発症リスクが低い場合には皮膚ＩＭＰの測定間隔が比較的長くなるので、その分電力
消費を抑えることができる。
【０１０９】
　なお、体動量を第１測定項目として第１センサ部２０に体動量センサ９７を組み入れ、
体動量の測定値が判定基準１００を満たすか否かに応じて、呼吸数および心拍数の測定間
隔を変更してもよい。
【０１１０】
　［第５実施形態］
　呼吸数および心拍数は、皮膚ＩＭＰと比べて環境要因によって測定値が大きく変動しな
いとはいえ、判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと誤って判定
されてしまう可能性も僅かではあるが捨てきれない。
【０１１１】
　上記第１実施形態では、駆動制御部５１に第１センサ部２０の駆動を開始させる開始指
示が入力され、これに応じて駆動制御部５１から生体センサ装置１１に第１駆動開始命令
が送信されていたが、第２センサ部２１の駆動を開始させる開始指示は駆動制御部５１に
入力されず、判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定される
と、直ちに駆動制御部５１から生体センサ装置１１に第２駆動開始命令が送信されていた
。このため、判定部５５で誤判定が起きた場合でも、否応なく皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆
動が開始されてしまうので、その分電力が無駄になっていた。
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【０１１２】
　そこで、図２３および図２４に示す第５実施形態では、判定部５５で呼吸数および心拍
数が第１判定条件４２を満たすと判定された場合に、第２センサ部２１の駆動を開始させ
るか否かを医療スタッフに選択させ、第２センサ部２１の駆動を開始させる開始指示が入
力された場合に限り、駆動制御部５１から生体センサ装置１１に第２駆動開始命令を送信
して第２センサ部２１の駆動を開始させる。なお、以下では、上記第１実施形態の第１セ
ンサ部２０の駆動を開始させる開始指示と区別するため、第２センサ部２１の駆動を開始
させる開始指示を第２開始指示と表記する。
【０１１３】
　本実施形態では、ＡＰ制御部６１は、判定部５５からの通知に応じて、図２３に示す通
知画面１０５をディスプレイ３４Ｂに表示する。通知画面１０５には、上記第１実施形態
の通知画面７５の患者に異常が認められる旨のメッセージ等に加えて、皮膚ＩＭＰの測定
を開始させるか否か（第２センサ部２１の駆動を開始させるか否か）を医療スタッフに問
い合わせるメッセージと、ＹＥＳボタン１０６およびＮＯボタン１０７とが表示される。
【０１１４】
　ＹＥＳボタン１０６が選択された場合、ＡＰ制御部６１から生体センサ制御サーバ１２
に第２開始指示が送信される。一方、ＮＯボタン１０７が選択された場合は、第２開始指
示は送信されず、通知画面１０５が消去される。
【０１１５】
　図２４において、本実施形態では、判定部５５は、呼吸数および心拍数が第１判定条件
４２を満たすと判定した場合（ステップＳ２４０でＹＥＳ）、クライアント端末１３に通
知を送信する（ステップＳ２５１）。
【０１１６】
　ただし、この時点では上記第１実施形態の図１５に示すステップＳ２５０とは異なり、
駆動制御部５１から生体センサ装置１１に第２駆動開始命令は送信されない。したがって
、生体センサ装置１１では、第２センサ部２１の皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆動は停止され
たままである。
【０１１７】
　ステップＳ２５１の判定部５５からクライアント端末１３への通知の送信後、通知画面
１０５のＹＥＳボタン１０６が医療スタッフにより選択されて、第２開始指示が受け付け
られた場合（ステップＳ２５２でＹＥＳ）、駆動制御部５１は、ここではじめて生体セン
サ装置１１に第２駆動開始命令を送信する（ステップＳ２５３）。
【０１１８】
　このように、判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定され
た場合、第２開始指示の入力を待機して、第２開始指示が入力された場合に、第２センサ
部２１の駆動を開始させるので、判定部５５で誤判定が起きた場合に電力が無駄になるこ
とがない。
【０１１９】
　なお、図２４では、生体センサ装置１１およびクライアント端末１３のフローチャート
を省略し、また、ステップＳ２２０の前とステップＳ２６０の後の処理は上記第１実施形
態と同じであるため省略している。さらに、本実施形態で追加されたステップを、一点鎖
線の枠で示している。以降の図２７等も同様である。
【０１２０】
　［第６実施形態］
　第１判定条件４２は公的な医学的基準やこれまで集積された医学的知識を土台にして設
定される。このため、公的な医学的基準が変更されたり、新たな医学的知識が発見された
ときには、それに合わせて第１判定条件４２を設定し直す必要がある。そこで、図２５に
示す第６実施形態では、第１判定条件４２を設定可能とする。
【０１２１】
　図２５において、本実施形態の生体センサ制御サーバ１２のＣＰＵ３２Ａには、第１判



(20) JP 2017-29232 A 2017.2.9

10

20

30

40

50

定条件４２を設定する設定部１１０が構築される。設定部１１０は、クライアント端末１
３からの医療スタッフの手による条件設定指示に応じて、第１判定条件４２を設定する。
条件設定指示には、例えば呼吸数の閾値を２５ＢｒＰＭから２２ＢｒＰＭに引き下げる指
示であったり、期間の閾値を１分間から２分間に延長するといった指示が考えられる。
【０１２２】
　こうした第１判定条件４２を設定する構成を設けることにより、公的な医学的基準が変
更されたり、新たな医学的知識が発見されたときに、それに合わせて第１判定条件４２を
設定し直すことができる。また、医療スタッフが第１判定条件４２を自由にカスタマイズ
することが可能となる。
【０１２３】
　疾患の発症リスクが高い患者Ｐに対しては比較的厳しい第１判定条件４２を設定し、逆
に疾患の発症リスクが低い患者Ｐに対しては比較的緩い第１判定条件４２を設定する等、
患者Ｐに応じた第１判定条件４２を設定することもできる。
【０１２４】
　なお、図２５では医療スタッフの手により第１判定条件４２を設定し直す例を説明した
が、第１判定条件４２を半自動的または自動的に設定し直してもよい。例えば図２３の通
知画面１０５でＮＯボタン１０７が選択された場合は、判定部５５で誤判定が起きた場合
と考えられるため、設定部１１０により、それまでの第１判定条件４２を比較的緩い条件
に設定し直すことで、次回の判定からの誤判定を防止する。あるいは、手術日を含め直後
の数日間は、設定部１１０により比較的厳しい第１判定条件４２とし、その数日間が過ぎ
たら比較的緩い第１判定条件４２とする等、手術からの経過日といった患者Ｐの容態に応
じて第１判定条件４２を設定し直してもよい。なお、手術日は、例えば電子カルテ８４の
手術歴から取得することができるし、医療スタッフが手入力したものを取得してもよい。
【０１２５】
　［第７実施形態］
　上記第１実施形態では、第１測定項目である呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を
満たすか否かを判定し、呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定した場合
に、判定部５５からクライアント端末１３に通知を送信しているが、図２６および図２７
に示す第７実施形態のように、第２測定項目である皮膚ＩＭＰに対しても同様の処理を行
ってもよい。
【０１２６】
　図２６において、本実施形態の判定部５５は、生体センサ装置１１からの皮膚ＩＭＰの
測定値に基づいて、皮膚ＩＭＰが予め設定された第２判定条件１１２を満たすか否かを判
定する。そして、皮膚ＩＭＰが第２判定条件１１２を満たすと判定した場合、その旨の通
知をクライアント端末１３に送信する。なお、以下では、上記第１実施形態の呼吸数およ
び心拍数が第１判定条件４２を満たすか否かの判定と区別するため、皮膚ＩＭＰが第２判
定条件１１２を満たすか否かの判定を第２判定と表記する。また、上記第１実施形態の呼
吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定した旨の通知と区別するため、皮膚
ＩＭＰが第２判定条件１１２を満たすと判定した旨の通知を第２通知と表記する。
【０１２７】
　図２７において、本実施形態では、ステップＳ２６０の皮膚ＩＭＰの測定値の取得後、
判定部５５は、皮膚ＩＭＰが第２判定条件１１２を満たすか否かを判定する（ステップＳ
２６１）。そして、皮膚ＩＭＰが第２判定条件１１２を満たすと判定した場合（ステップ
Ｓ２６２でＹＥＳ）、クライアント端末１３に第２通知を送信する（ステップＳ２６３）
。これらステップＳ２６０の皮膚ＩＭＰの測定値の取得、ステップＳ２６１、Ｓ２６２の
第２判定、およびステップＳ２６３の第２通知の送信は、クライアント端末１３からの終
了指示が指示受付部５０で受け付けられない間（ステップＳ２８０でＮＯ）は続けられる
。
【０１２８】
　このように、第１測定項目である呼吸数および心拍数に加えて、第２測定項目である皮
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膚ＩＭＰに対しても判定と通知の処理を行うので、上記第１実施形態の呼吸数および心拍
数に対する通知に続いて、本実施形態の皮膚ＩＭＰに対する通知があった場合は、患者Ｐ
がより切迫した状態にある等、より詳細な患者Ｐの状態を医療スタッフが把握することが
できる。なお、第２判定条件１１２についても、上記第６実施形態の第１判定条件４２の
ように、設定部１１０で設定可能としてもよい。
【０１２９】
　［第８実施形態］
　上記第７実施形態では、終了指示が指示受付部５０で受け付けられない間（ステップＳ
２８０でＮＯ）、ステップＳ２６０の皮膚ＩＭＰの測定値の取得等が続けられる態様で説
明したが、もし終了指示が指示受付部５０で受け付けられるまで、皮膚ＩＭＰが第２判定
条件１１２を満たさない状態が継続した場合は、医療スタッフに対して何のアクションも
起きないため、その分皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆動に掛かる電力が無駄になる。
【０１３０】
　そこで、図２８に示す第８実施形態では、皮膚ＩＭＰが第２判定条件１１２を満たさな
い状態が、皮膚ＩＭＰセンサの駆動が開始されてから予め設定された期間継続した場合、
皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆動を停止させる。
【０１３１】
　図２８において、本実施形態では、判定部５５は、皮膚ＩＭＰが第２判定条件１１２を
満たすか否かを判定し（ステップＳ２６１）、かつ皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆動が開始さ
れてからの、皮膚ＩＭＰが第２判定条件を満たさない（ステップＳ２６２でＮＯ）状態の
継続期間を計時する。そしてステップＳ２６４に示すように、判定部５５は、計時した継
続期間と予め設定された期間とを比較する。計時した継続期間が予め設定された期間とな
った場合（ステップＳ２６４でＹＥＳ）、判定部５５は、その旨の判定結果を駆動制御部
５１に出力する。
【０１３２】
　駆動制御部５１は、計時した継続期間が予め設定された期間となった旨の判定結果を判
定部５５から受けた場合、皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆動を停止させる皮膚ＩＭＰセンサ駆
動停止命令を生体センサ装置１１に送信する（ステップＳ２６５）。これにより生体セン
サ装置１１では、皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆動が停止される。生体センサ制御サーバ１２
では、判定部５５で呼吸数および心拍数が第１判定条件４２を満たすと判定する前のステ
ップＳ２２０の状態に戻る。
【０１３３】
　このように、皮膚ＩＭＰが第２判定条件１１２を満たさない状態が、皮膚ＩＭＰセンサ
の駆動が開始されてから予め設定された期間継続した場合に、皮膚ＩＭＰセンサ２７の駆
動を停止させるので、無駄な電力消費を抑えることができる。
【０１３４】
　［第９実施形態］
　上記第１実施形態のように生体センサ装置１１がバッテリ２８で駆動する場合は、バッ
テリ２８の残量がなくなって測定不能の状態で生体センサ装置１１が放置される事態を避
けるため、バッテリ２８の残量を医療スタッフに報せる仕組みが必要である。そこで、図
２９～図３１に示す第９実施形態では、生体センサ装置１１からバッテリ２８の残量情報
を取得し、取得した残量情報を出力することで、バッテリ２８の残量を医療スタッフに報
せる。
【０１３５】
　図２９において、本実施形態の生体センサ制御サーバ１２のＣＰＵ３２Ａには、残量情
報取得部１１５と残量情報出力部１１６とが構築される。また、本実施形態の患者テーブ
ル１１７には、残量情報の項が患者ＩＤ毎に設けられる。
【０１３６】
　生体センサ装置１１は、バッテリ２８の残量を検出して、検出した残量で測定可能な時
間、すなわち残り測定可能時間を算出する。そして、この残り測定可能時間を残量情報と
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して生体センサ制御サーバ１２に送信する。生体センサ装置１１は、例えば１０分おきに
残量情報を送信する。また、生体センサ装置１１は、各種測定値と同じく、残量情報に装
置ＩＤを付帯させる。なお、バッテリ２８の残量自体を残量情報として送信してもよい。
【０１３７】
　残量情報取得部１１５は、生体センサ装置１１からの残量情報を取得する。そして、残
量情報に含まれる装置ＩＤと対応する患者テーブル１１７の残量情報の項に、取得した残
量情報を登録する。残量情報出力部１１６は、患者テーブル１１７から残量情報を読み出
し、読み出した残量情報をクライアント端末１３に送信する。
【０１３８】
　残量情報出力部１１６は、例えば測定値要求指示に応じて測定値管理部５４から測定値
を送信する際に、併せて残量情報を送信する。あるいは、残り測定可能時間が予め設定さ
れた閾値以下となった場合に、その旨と残量情報を送信する。
【０１３９】
　ＡＰ制御部６１は、残量情報出力部１１６からの残量情報に基づいて、例えば図３０に
一点鎖線の枠および符号ＲＴで示すように、測定値表示画面７０に残り測定可能時間を表
示する。あるいは図３１に示す残量警告画面１２０をディスプレイ３４Ｂに表示する。残
量警告画面１２０には、残り測定可能時間が閾値以下となったことを示すメッセージが表
示される。なお、図示は省略するが、図１４の通知画面７５や図２３の通知画面１０５に
、残り測定可能時間や残り測定可能時間が閾値以下となったことを示すメッセージを表示
してもよい。あるいは指示入力画面６５で開始指示を入力した後に、残り測定可能時間の
表示画面を表示してもよい。
【０１４０】
　このように、生体センサ装置１１からバッテリ２８の残量情報を取得し、取得した残量
情報を出力するので、図３０および図３１のようにバッテリ２８の残量を医療スタッフに
報せることができる。このため、バッテリ２８の残量がなくなって測定不能の状態で生体
センサ装置１１が放置される事態を避けることができる。
【０１４１】
　［第１０実施形態］
　上記各実施形態では、第１センサ部および第２センサ部を有する生体センサ装置を例示
したが、図３２～図３５に示す第１０実施形態のように、生体センサ装置は、さらに第３
測定項目を測定する第３センサ部を有していてもよい。
【０１４２】
　図３２において、本実施形態の生体センサ装置１２５は、上記第１実施形態の第１セン
サ部２０および第２センサ部２１に加えて、第３センサ部１２６を有する。第３センサ部
１２６は、心電図波形を測定し、これを第３測定項目の測定値として出力する心電図セン
サ１２７を有する。心電図センサ１２７は、第３駆動開始命令を受けて駆動を開始し、駆
動停止命令を受けて駆動を停止する。
【０１４３】
　本実施形態では、判定部５５は、第３センサ部１２６の駆動の開始および停止のうちの
少なくとも１つを含む第３センサ部１２６の駆動条件を決定する判定を行う。また、駆動
制御部５１は、判定部５５で決定された駆動条件に応じて第３センサ部１２６の駆動を制
御する。
【０１４４】
　例えば図３３に示すように、本実施形態では、上記第７、第８実施形態と同じく、判定
部５５は、皮膚ＩＭＰが第２判定条件１１２を満たすか否かを判定する第２判定を行う（
ステップＳ２６１）。このステップＳ２６１の第２判定が、第３センサ部１２６の駆動の
開始条件を決定する判定に相当する。
【０１４５】
　判定部５５で皮膚ＩＭＰが第２判定条件１１２を満たすと判定された場合（ステップＳ
２６２でＹＥＳ）、駆動制御部５１から生体センサ装置１２５に第３駆動開始命令が送信
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され、かつ判定部５５からクライアント端末１３に第２通知が送信される（ステップＳ２
６６）。
【０１４６】
　生体センサ装置１２５では、第３駆動開始命令によって心電図センサ１２７の駆動が開
始される。これにより、ステップＳ２６７に示すように、生体センサ制御サーバ１２では
、心電図波形の測定値が取得される。このステップＳ２６７の心電図波形の測定値の取得
は、クライアント端末１３からの終了指示が指示受付部５０で受け付けられない間（ステ
ップＳ２８０でＮＯ）は続けられる。
【０１４７】
　あるいは図３４に示すように、判定部５５は、心電図波形が予め設定された第３判定条
件を満たすか否かを判定する第３判定を行う（ステップＳ２６８）。そして、心電図波形
が第３判定条件を満たすと判定した場合（ステップＳ２６９でＹＥＳ）、その旨の第３通
知をクライアント端末１３に送信する（ステップＳ２７０）。
【０１４８】
　また、判定部５５で、心電図センサ１２７の駆動が開始されてからの、心電図波形が第
３判定条件を満たさない（ステップＳ２６９でＮＯ）状態の継続期間を計時する。そして
ステップＳ２７１に示すように、判定部５５は、計時した継続期間と予め設定された期間
とを比較する。計時した継続期間が予め設定された期間となった場合（ステップＳ２７１
でＹＥＳ）、判定部５５は、その旨の判定結果を駆動制御部５１に出力する。このステッ
プＳ２７１の判定が、第３センサ部１２６の駆動の停止条件を決定する判定に相当する。
【０１４９】
　駆動制御部５１は、計時した継続期間が予め設定された期間となった旨の判定結果を判
定部５５から受けた場合、心電図センサ１２７の駆動を停止させる心電図センサ駆動停止
命令を生体センサ装置１１に送信する（ステップＳ２７２）。これにより生体センサ装置
１１では、心電図センサ１２７の駆動が停止される。生体センサ制御サーバ１２では、判
定部５５で皮膚ＩＭＰが第２判定条件１１２を満たすと判定する前のステップＳ２６０の
状態に戻る。
【０１５０】
　このように、第１センサ部２０および第２センサ部２１に加えて第３センサ部１２６を
有する生体センサ装置１２５を用い、第３センサ部１２６の駆動条件を決定する判定を判
定部５５で行って、決定された駆動条件に応じて第３センサ部１２６の駆動を制御するの
で、測定項目が増えることでより適切な鑑別を行うことが可能となり、かつ条件付きで第
３センサ部１２６を駆動させることで無駄な電力消費を抑えることができる。
【０１５１】
　なお、生体センサ制御サーバ１２で心電図波形の測定値が取得される場合は、図３５に
示すように、測定値表示画面７０には、呼吸数、心拍数、および皮膚ＩＭＰに加えて、心
電図波形が表示される。
【０１５２】
　上記第５実施形態と同様に、判定部５５で皮膚ＩＭＰが第２判定条件１１２を満たすと
判定された場合に、第３センサ部１２６の駆動を開始させるか否かを医療スタッフに選択
させ、第３センサ部１２６の駆動を開始させる開始指示が入力された場合に限り、駆動制
御部５１から生体センサ装置１１に第３駆動開始命令を送信して第３センサ部１２６の駆
動を開始させてもよい。また、上記第６実施形態と同様に、第３判定条件を設定部１１０
で設定可能としてもよい。
【０１５３】
　なお、上記各実施形態の呼吸数、心拍数、皮膚ＩＭＰ、体動量、および心電図に加えて
、体表温や血圧を測定項目としてもよい。
【０１５４】
　上記各実施形態では、各センサ２５～２７、９７、１２７が一体的に設けられた生体セ
ンサ装置１１、９５、１２５を例示したが、各センサ２５～２７、９７、１２７が別体で
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設けられ、各々がバッテリ２８および無線送受信部２９を備えた態様でもよい。また、バ
ッテリで駆動する生体センサ装置に限らず、商用電源から電源コードを介して電力が供給
される生体センサ装置でもよい。
【０１５５】
　本発明の生体センサ制御装置に相当する生体センサ制御サーバ１２を構成するコンピュ
ータのハードウェア構成は種々の変形が可能である。例えば、生体センサ制御サーバ１２
を、処理能力や信頼性の向上を目的として、ハードウェアとして分離された複数台のサー
バコンピュータで構成することも可能である。例えば、指示受付部５０および駆動制御部
５１の機能と、各取得部５２、５３および測定値管理部５４の機能と、判定部５５の機能
とを、３台のサーバコンピュータに分散して担わせる。この場合は３台のサーバコンピュ
ータで生体センサ制御装置を構成する。
【０１５６】
　また、上記第１実施形態では、生体センサ制御サーバ１２からクライアント端末１３に
測定値または通知を送信し、クライアント端末１３のＡＰ制御部６１で測定値表示画面７
０や通知画面７５を生成してディスプレイ３４Ｂに表示する態様を例示したが、生体セン
サ制御サーバ１２側で各種画面を生成し、その画面データをクライアント端末１３に送信
して、ＡＰ制御部６１で画面データに基づいて各種画面を再現し、これをディスプレイ３
４Ｂに表示してもよい。なお、画面データとしては、例えばＸＭＬ（Extensible Markup 
Language）やＪＳＯＮ（JavaScript（登録商標） Object Notation）等のデータ記述言語
によって作成されるウェブ配信用の画面データを利用することができる。
【０１５７】
　さらに、生体センサ制御サーバ１２のＣＰＵ３２Ａに構築した各機能部をクライアント
端末１３のＣＰＵ３２Ｂに構築し、クライアント端末１３を生体センサ制御装置として稼
働させてもよい。この場合、指示受付部５０は、入力デバイス３５Ｂから直接各種指示を
受け付ける。
【０１５８】
　このように、コンピュータのハードウェア構成は、処理能力、安全性、信頼性等の要求
される性能に応じて適宜変更することができる。さらに、ハードウェアに限らず、作動プ
ログラム４０等のアプリケーションプログラムについても、安全性や信頼性の確保を目的
として、二重化したり、あるいは、複数のストレージデバイスに分散して格納することも
もちろん可能である。
【０１５９】
　上記各実施形態では、生体センサ制御サーバ１２を１つの医療施設内で利用する形態で
説明したが、生体センサ制御サーバ１２を複数の医療施設が利用可能な形態としてもよい
。
【０１６０】
　上記各実施形態では、生体センサ制御サーバ１２は、１つの医療施設で利用される生体
センサ装置１１とクライアント端末１３がＬＡＮ等のネットワーク１４を介して通信可能
に接続され、生体センサ装置１１を制御して各種測定値を取得し、かつクライアント端末
１３からの各種指示に応じた各種情報を提供する形態である。
【０１６１】
　これを複数の医療施設で利用可能とするためには、生体センサ制御サーバ１２を、例え
ば、インターネットや公衆通信網等のＷＡＮ（Wide Area Network）を介して、複数の医
療施設で利用される生体センサ装置１１およびクライアント端末１３と通信可能に接続す
る。そして、複数の医療施設の生体センサ装置１１に、ＷＡＮを介して生体センサ制御サ
ーバ１２から各種駆動制御命令を送信し、かつ生体センサ装置１１からの各種測定値、お
よびクライアント端末１３からの各種指示を、ＷＡＮを介して生体センサ制御サーバ１２
で受け付けて、クライアント端末１３に対して各種情報を提供する。なお、ＷＡＮを利用
する場合には、情報セキュリティを考慮して、ＶＰＮ（Virtual Private Network）を構
築したり、ＨＴＴＰＳ（Hypertext Transfer Protocol Secure)等のセキュリティレベル
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【０１６２】
　なお、この場合は測定値テーブル４１、患者テーブル４４等は医療施設毎に管理される
。また、この場合の生体センサ制御サーバ１２の設置場所および運営主体は、例えば医療
施設とは別の会社が運営するデータセンタでもよいし、複数の医療施設のうちの１つでも
よい。
【０１６３】
　本発明は、上述の種々の実施形態や種々の変形例を適宜組み合わせることも可能である
。また、上記各実施形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない限り種々の構成を採用し得
ることはもちろんである。さらに、本発明は、プログラムに加えて、プログラムを記憶す
る記憶媒体にも及ぶ。
【符号の説明】
【０１６４】
　１０　生体センサシステム
　１１、９５、１２５　生体センサ装置
　１２　生体センサ制御サーバ（生体センサ制御装置）
　２０　第１センサ部
　２１、９６　第２センサ部
　２５　呼吸数センサ
　２６　心拍数センサ
　２７　皮膚ＩＭＰ（インピーダンス）センサ
　２８　バッテリ
　３２、３２Ａ　ＣＰＵ
　４０　作動プログラム
　４２　第１判定条件
　５１　駆動制御部
　５２　第１測定値取得部
　５３　第２測定値取得部
　５５　判定部
　７５、１０５　通知画面
　８０　リスク判定部
　９７　体動量センサ
　１００　判定基準
　１１０　設定部
　１１２　第２判定条件
　１１５　残量情報取得部
　１１６　残量情報出力部
　１２６　第３センサ部
　１２７　心電図センサ
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